
 

 

帝国データバンクが 2023 年 6 月までに発生した

「人手不足倒産」について調査・分析を行った結果、

2023 年上半期、人手不足による倒産は 110 件発生

しており、年半期ベースで過去最多となったことが

判明しました。 

ポストコロナに向けて経済活動が本格化し全体

の採用意欲が高まる一方で、中小企業にとっては生

産年齢人口の減少や求人に応募が少ないなどの理

由から採用活動で苦戦を強いられ人手不足の問題

に直面しています。中小企業が「人手不足問題」に

対応するためには、いま雇用している人材を育成し

社員を定着させることも重要な経営課題の一つと

なっています。そこで 9 月号では、「中小企業の人

材育成の現状と課題点」「中小企業ができる人材育

成の手段」「人材育成で使える助成金」についてご

説明いたします。 

 

 

 

 

 

経済産業省がリスキリング（＝スキルの再習得）

の施策を推進したりするなど、国としては「デジタ

ル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方

が大幅に変わるであろう職業につくためにリスキ

リングしていきましょう」といったスタンスを示し

ており、補助金を出すなどして企業に対してリスキ

リングを勧めています。 

「リスキリングというワードを最近よく聞くが、

何をしたらいいかわからない」とお悩みの方もいら

っしゃるかと思いますし、「人材育成にコストがか

けられない、余裕がない」といった経営者の方もい

らっしゃることでしょう。そこでテーマ①では、中

小企業の人材育成の現状と課題点についてご説明

いたします。 

 

■中小企業の「人材育成」の現状 

令和４年度『能力開発基本調査』によれば、教育

訓練費用（OFF-JT費用や自己啓発支援費用）を支出

した企業は 50.3％（前回の調査では 50.5％）とな

り、社員に対して OFF-JT や自己啓発支援の費用を

出していない企業が半数前後を占めているという

結果が出ています。 

その一方で、計画的な OJTについては、正社員に

対して実施した事業所は 60.2％（同 59.1％）、正社

員以外に対して実施した事業所は 23.9％（同

25.2％）となっています。また「商工中金」が 2022

年 8月に行った別の調査によれば、約 7割の中小企

業が、“OJT＋α”の複数の人材育成策を実施してい

るという結果となりました。 

これらの結果から、職場の上司や先輩が、部下や

後輩に対して、実際の仕事を通じて指導する OJTは

実施傾向にあるが、社員が新たなスキルや能力を獲

得（＝リスキリング）するために OFF-JT や自己啓

発支援をする企業は過半数には満たないというこ

とがわかります。 

 

■中小企業における「リスキリング」の現状 

「フォーバル GDX リサーチ研究所」が 2023 年 3

月に公表した『中小企業のＤＸに関する実態調査 

第 3 弾』によると、次のような結果も出ています。 

 

・中小企業経営者の約 6 割が、「リスキリング」を

「よく知らない」と回答 

・中小企業の 9割以上が「リスキリング」ができて

おらず、特に約 7割は「行う予定もない」と回答 
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テーマ① 中小企業の人材育成 

の現状と課題点 



 

上記の結果から推察されることとしては、経営者

の方が「リスキリングを知らない」ことを一因とし

て、社員も「リスキリングに対する必要性を感じな

い、理解できていない」ということが考えられます。

今後ますます、あらゆる分野でデジタル化が進んで

いくことから、経営者の方が先導を取る形でリスキ

リングを意識的に取り入れていく必要があるかも

しれません。 

 

■人材育成における課題点３つ 

課題１：「リスキリング」について知らない、必要

性があまり感じられない 

上述のとおり、「リスキリングについて知らない」

「知らないから必要性があまり感じられない」とい

う経営者の方も少なくないでしょう。 

リスキリングとは、近年では、特にデジタル化と

同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅

に変わるであろう職業につくためのスキル習得を

指すことが増えています。デジタル化に伴い、情報

やスキルが加速度的に陳腐化していくことからそ

の対応策としてリスキリングをする必要性が出て

きています。変化の激しい経営環境に適応していく

ためにも、まずは経営者の方自身がリスキリングの

必要性をご実感していただくことが肝要となるで

しょう。 

 

課題２：人材育成のためのコストをあまりかけられ

ない 

中小企業の中には財務基盤が強くなかったり、経

営難に陥っていったりしているために人材育成の

ためのコストをあまりかけられないという点もあ

るでしょう。また、経営的に不振ではなくても、外

部研修などの教育コストが高額なことから、リスキ

リングを含めた人材育成に二の足を踏んでいる企

業もあるかもしれません。 

 

課題３：業務との兼ね合い上、学び直しが難しい 

社員が「通常業務を行いながら教育訓練給付が対

象の講座を受講することが難しい」「終業時間との

関係から講座受講が困難」と感じ、学び直しにため

らいを覚えているケースもよくあります。社内でリ

スキリングを推奨しているわけでもなく、かつ社内

制度的に自己啓発する時間がとれないとなると、社

員も積極的にみずからを研鑽しようということに

はならないかもしれません。 

 

以上、中小企業の人材育成の現状と課題点につい

てご説明いたしました。テーマ②で、上述の課題に

ついて対応策をご説明いたします。 

 

 

 

 

 

テーマ①で解説した「中小企業の人材育成の現状

と課題点」の内容をふまえ、テーマ②では、「中小企

業ができる人材育成の手段」をご説明いたします。

内容としては、次の 5つとなります。 

 

①リスキリングを社内で推奨する 

②助成金・補助金を活用して人材育成の費用を作る 

③「教育訓練給付制度」を社員に案内をする 

④「教育訓練休暇制度」の導入・休暇の付与 

⑤「資格手当」制度を設ける 

 

以下より詳しくご説明いたします。 

 

①リスキリングを社内で推奨する 

テーマ①でご説明したとおり、中小企業経営者の

約７割は「リスキリングを行う予定もない」と回答

しており、リスキリングに対する経営トップ層の関

心の薄さが感じられる結果となっています。まずは

経営トップ層の方自身が「リスキリングを含めた人

材育成に力を入れる」という意思表明をし、社員が

学びあう社内風土を醸成していくことが大切です。 

 

②助成金・補助金を活用して人材育成の費用を作る 

資金的余裕があまりなく、人材育成に力をかけら

れないという中小企業の方もいらっしゃるかと思

います。そういった場合には、人材育成に取り組み

ながら助成金・補助金を受けられる可能性がありま

すので、これらを活用して人材育成の費用を作ると

いう方法も一つの手です。なお、助成金・補助金の

テーマ② 中小企業ができる 

人材育成の手段 



個別具体的な内容についてはテーマ③でご説明さ

せていただきます。 

 

③「教育訓練給付制度」を社員に案内をする 

「教育訓練給付制度」とは、働く社員の主体的な

能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就

職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が

指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部

が支給される制度です。「一般教育訓練給付金」「特

定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」

の 3種類があります。昨今では、デジタル関係の講

座が拡充され、時代にあわせた労働者の主体的なス

キルアップが支援されています。 

例えば、第四次産業革命スキルや IT スキル標準

レベル３以上の IT 関連資格など専門性の高いスキ

ルや資格を学べる講座が該当する「専門実践教育訓

練」は受講費用が最大 7 割（年間上限 56 万円）支

給されるため、活用しない手はありません。業務に

必要なスキルや自社の強みに繋がる資格を洗い出

したうえで、社内で「〇〇の資格取得を推奨」「教育

訓練給付制度の活用」などの情報を社員に案内をす

ると良いでしょう。 

 

④「教育訓練休暇制度」の導入・休暇の付与 

「③「教育訓練給付制度」を社員に案内する」の

項目でご説明した「専門実践教育訓練」を例に挙げ

ると、専門性の高い講座の受講は長期に渡る期間と

なり、また、社員にとっては通常の業務を行いなが

ら勉強をすることになるため、非常にハードな日々

を送ることになります。社員が幅広い訓練機会を持

てたり、夜間等の訓練機関での学び直しを行ったり

できるようにするためにも、「有給の教育訓練休暇

制度」「教育訓練短時間勤務制度」などの導入も一

考の余地があるでしょう。 

 これらの制度を導入・休暇を付与することで助成

金が得られる可能性があるため、教育訓練給付の推

奨とともに教育訓練休暇制度の導入もあわせて検

討してみてください。 

 

⑤「資格手当」制度を設ける 

社員のスキルアップによる生産性の向上などを

目的とした企業による資格取得支援として、資格取

得に伴い資格手当を支給する（法定外の）福利厚生

制度を設けるのもおすすめです。厚生労働省の調査

によれば、資格手当を支給する企業の割合は 50％超

となっています。資格手当には、大きく分けて次の

２種類があります。 

・毎月の給与に手当が加算される「資格手当（資格

給）」 

・資格を取得した際に一時金として支給される「合

格報奨金」 

導入する際には、資格手当に該当する対象資格及

び支給額・支給方法などを企業が決めたうえで、社

内規定を整備する必要があります。なお、「同一労

働・同一賃金」制度により、契約社員やパートタイ

マーに対しても同一の資格手当を支払う必要があ

る点にはご留意ください。 

 

以上、中小企業ができる人材育成の手段について

ご説明いたしました。テーマ③では人材育成で使え

る助成金についてご説明いたします。 

 

 

 

 

 

テーマ②で、人材育成に取り組みながら助成金・

補助金を受けられる可能性があると上述しました

が、テーマ③ではさらに具体的に「人材育成で使え

る助成金」についてご説明いたします。人材育成で

使える主な助成金は次のとおりです。 

 

①人材開発支援助成金 

②キャリアアップ助成金 

③ＤＸリスキリング助成金（東京都）ほか 

 

以下より詳しく解説いたします。 

 

①人材開発支援助成金 

厚生労働省が実施する助成金です。事業主等が雇

用する社員に対して、職務についての専門的な知識

や技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿

って実施した場合などに、訓練経費や訓練期間中の

賃金の一部等が助成されます。 

テーマ③  

人材育成で使える助成金 



主要なコースは（１）「人材育成支援コース」、（２）

「教育訓練休暇等付与コース」、（３）「人への投資

促進コース」、（４）「事業展開等リスキリング支援

コース」の４通りとなります。 

 

（１）「人材育成支援コース」 

→社員に対して、職務についての知識・技能を習得

させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたＯ

ＪＴ付き訓練、パートタイマーや契約社員など非正

規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練

を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の

一部が助成されます。 

 

（２）「教育訓練休暇等付与コース」 

→有給の教育訓練等制度を導入し、社員が当該休暇

を取得し、訓練を受けた場合に助成されます。 

 

（３）「人への投資促進コース」 

→デジタル人材・高度人材を育成する訓練、社員が

自発的に行う訓練、定額制訓練（サブスクリプショ

ン型）等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中

の賃金の一部等が助成されます。 

 

（４）「事業展開等リスキリング支援コース」 

→新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新

たな分野で必要となる知識や技能を習得させるた

めの訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中

の賃金の一部が助成されます。 

 

なお、「教育訓練給付制度」と「人材開発支援助成

金」が連携されており、Reスキル講座を社員に受講

させた場合、令和４年度から５年間は「人への投資

促進コース」において訓練経費や訓練期間中の賃金

の一部について、通常よりも高い助成率・助成額で

助成金が受けられます。また、「人材育成支援コー

ス」「事業展開等リスキリング支援コース」「人への

投資促進コース」修了後に正社員化した場合は、次

に紹介するキャリアアップ助成金（正社員化コース）

の加算対象にもなります。 

 

②キャリアアップ助成金 

厚生労働省が実施する助成金です。契約社員やパ

ートタイマー、派遣労働者といったいわゆる非正規

雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進

するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事

業主に対して助成されます。 

特に人材育成に使える助成金としては、正社員化

支援（（１）正社員化コース、（２）障害者正社員化

コース）となります。 

 

正社員化支援コースは、就業規則または労働協約

その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、

有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成され

ます。 

従来、非正規社員は中核業務を行う正社員とは異

なる周辺的人材として位置づけられ、非正規社員に

対して積極的な人材育成を行わない傾向がありま

したが、今はその前提が崩れつつあります。非正規

社員も積極的に育成をし正社員化をすることで、人

材の定着を図ることができます。 

 

③ＤＸリスキリング助成金（東京都）ほか 

東京都が実施する助成金です。都内の中小企業な

どが社員に対して、民間の教育機関等が提供する

「ＤＸ」（デジタルトランスフォーメーション）に

ついての職業訓練を集合または e ラーニング等で

実施した際の経費の一部が助成されます。企業にお

けるＤＸ人材の育成を促進することが目的です。 

ＤＸに関する幅広い訓練が対象となる可能性が

あり、例としては、Excelマクロ VBA入門講座、情

報セキュリティ対策講座、プレゼンテーションソフ

ト活用講座などが挙げられます。助成対象経費の２

/３が交付され、１助成対象事業者あたりの上限額

は 64万円です。 

なお、東京都以外の各地方自治体においても、デ

ジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリング

の推進に対する支援が独自に行われているケース

があります。 

（例） 

・令和５年度十和田市若年者等人材育成支援事業

補助金（青森県） 

・令和５年度「建設業経営力強化支援事業費補助金」

及び「建設ＤＸ推進事業費補助金」（岩手県） 

・令和５年度ものづくり人材育成支援事業補助金



（足利市） 

・令和５年度中小企業人材育成支援事業補助金（茨

城県） 

 

以上、人材開発で使える助成金についてご説明い

たしました。より詳細な内容を知りたい、助成金を

使いながら人材育成を行いたいといったご希望等

がございましたらお気軽にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所からの一言 

 「リスキリング」とは職業能力の再開発、再教育

のことを意味するそうです。 

私たちはコロナ禍を経験し、大きな変化を体感

しました。時代は移り流れ変化していくもの、それ

は産業にも影響し、そこで働く人みなに共通する

のではないでしょうか。中小企業の皆さんも業態

の転換や新事業への進出などを余儀なくされた事

業所を身近で感じたことと思います。 

 リスキリングは新規事業などで必要となる知識

の再教育です。従業員へのリスキリング推奨、少し

ずつでも始めてみませんか。 

 

日本リスキリングコンソーシアム 

日本リスキリングコンソーシアム  (japan-

reskilling-consortium.jp) 

 

会員登録無料だそうです。 

私もリスキリングしなくては・・・  (芦原) 

 

 

社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす) 

社会保険労務士 芦原百合子 

〒416-0948 静岡県富士市森島 260-19 

TEL 0545-67-6112 

FAX 0545-67-6113 

Mail sazanami330@gmail.com 

HP  https://www.sr-ripples.com/ 

 

https://japan-reskilling-consortium.jp/
https://japan-reskilling-consortium.jp/

